
平成25年 （ワ）第46号 ， 同第220号 ，平成26年 （ワ）第224号 直送済

損 害賠償請 求事件

原 告 武 田悦子 外1572名

被 告 東京電力ホールデ ィン グス株 式会社 外1名

被告東京電力準備 書面 （21）

（被 告 東 京 電 力 に よ る裁 判 外 で の 精 神 的損 害等 に対 す る賠 償 の性

格 と本 件 訴 訟 の審 理 の あ り方 につ い て）

平成31年1月22日

福 島地方裁判所いわき支部 民事部 御 中

被告東京電力ホールディングス株式会社訴訟代理人弁護士 棚 村 友 博 、

同 田 中 秀 幸罰 懸

同 青 木 翔 太 郎 ㍑ ・’舗

K三〆’w吊

同訴訟 復代 理人 弁護 士 石 川 陽 菜 一1

第1は じめに

本 準備書 面にお いては，原告 ら提 出の準備 書面 （55） （訴訟物 の限定 にっ

いて） （以 下 「原 告 ら準備書面 （55） 」 とい う。），準備 書面 （62） （訴訟

物 の限定 について補 足） （以下 「原 告 ら準備書面 （62） 」 とい う。），準備
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書面 （65） （訴訟物 の限定につ いて補足2） （以下 「原 告 ら準備書面 （65） 」

とい う。）及 び原告 ら提 出の準備書面 （70） （旧屋 内退避 区域等 の訴訟物 の

限定 につい て） （以下 「原告 ら準備書面 （70） 」 とい う。 ）における原告 ら

の主張 に対 して反論 す るものであ る。

なお，被 告東京電力提 出の答弁書及び準備書面 にお いて定義 された文言 につ

いては，特 に断 りのない限 り，本 準備書面 にお いて も，同様 の意味 を有す るも

の とす る。

第2訴 訟物 の考 え方 につ いて

原告 らは，本件訴訟 の訴訟物 につ いて，本件事故 によ り原告 らが被 った精神

的損害及び無形 の損害 のみ に限 られ ，原告 固有の積極 損害 （家財購入費，生活

費増加 分，避難実費 な どの算定可能 な財産 的損害），消極損害 （就 労不能損害

な ど）及 び生命 身体損 害 な どは含 まれない， と主張 した うえで，精神的損害 の

うち，① 中間指針 において， 旧屋 内退避 区域 の対象者 に対す る精神的損害賠償

として認 め られ てい る金額 ，及び，② 中間指針 追補及 び 同第二次追補 において，

自主的避難 等対象者 に対す る精神 的損 害賠償 として認 め られ ている金額 （①及

び② の詳細 な金額 は原告 ら準備書 面 （70） 記載 の とお り） は，本件訴訟 の訴

訟物 の対象 としていない，な どと主張 してい る。

しか しなが ら， もし仮 に，原告 らが，本件事故 による精神 的損害及び無形の

損害 と，積極 損害 （家財購i入費，生活費増加 分，避難 実費 な どの算定可能な財

産的損 害），消極損 害 （就労不能損害 な ど）及 び生命 身体損害 とを別個の訴訟

物であ ると主張 してい るのだ とす れば，それ は誤 って いる。

す なわち，交通事故 に関す る最高裁判決 （昭和48年4月5日 民集27巻3

号419頁 ） において は， 「本件 の よ うな同一事故 に よ り生 じた同一 の身体傷

害を理 由 とす る財産上 の損 害 と精神 上の損害 とは，原 因事 実お よび被侵害利益
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を共通にす るもので あるか ら，その賠償 の請 求権 は一個 であ り，その両者 の賠

償 を訴訟上 あわせ て請 求す る場合 にも，訴訟物 は一個で あると解すべ きで ある。」

と判示 してい る。

この判示は， 「同一事故 に よ り生 じた 同一 の身体傷害 を理 由 とす る」精神的

損害 と財 産的損害 の訴訟物 が1個 である とす るもので あ り， このよ うな判示 の

趣 旨を踏 まえれ ば， 同一 の本件事故 に起因 して生 じた避難生活 ない しいわき市

内での滞在 に よって，原告 らにおいて精神 的苦痛が生 じるとともに， 固有 の積

極 損害，消極損害及 び生命 身体損 害等 が発 生 した場合 ，それぞれの損 害 を訴訟

物 と して ことさら区別す る とい う発想 には至 らない。

したがって，本件事故 による精神 的損害及 び無形 の損害 と，積極損 害 （家財

購i入費，生活費増加 分，避難実費な どの算 定可能 な財産的損害），消極 損害 （就

労不能損害な ど）及び 生命 身体損害 とを別個 の訴訟物 であるかの よ うに取 り扱

うこ とは妥 当ではな く，原告 らは 「訴訟物 の限定」 とい う言葉 で表現 している

が，原告 らの上記主張 につ いては，本件訴訟 の訴訟物 は，本件事故 を原 因 とす

る原子力損害 に関す る損害賠償請求権で あ り，精神 的損 害及び財産的損害 を含

めて1個 である と解 され るこ とか ら，原告 らが本件 訴訟 において精神的損害及

び無形 の損害のみを請 求す るのは，訴訟物 の 区別 ではな く，1個 の訴訟物の う

ちの一部請求の問題 と して整理 され るべ きで ある。

かか る理解 を前提 に，以下，自主的避難等対象者 の損害の賠償額 の考 え方 （第

3） 及び 旧屋 内退避i区域 の対象者 の損害 の賠償額 の考 え方 （第4） について，

それぞれ詳述す る。

第3自 主的避難等対象者 の損害に対する被告東京電力による裁判外での賠償額の

考え方について

1は じめに
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被告東京電力 は，被告東京電力準備 書面 （20） の78頁 以下 において述べた

とお り， 自主的避難等対象者 の方 々 に対 して， 中間指針 追補等 に基づ き， 自主的

避難 の有無 を問 わず，本件事故発 生 当初の時期の精神 的損害等 （生活費 の増加 費

用，移動費用 を考慮 した包括慰謝料額 として定 められて いる。乙C3参 照）の賠償

金 をお支払 い している。

この点について，原告 らは，本件訴訟 の訴訟物 について，上記 第2の とお り主

張 した うえで，具体的 な金額 と して， 中間指針 追補 にお い て認 め られ てい る賠

償 金額 の うち，子供 ・妊婦 を対象 とした一 人40万 円，又 は，その他 の 自主 的

避難 等対 象者 を対 象 とした一人8万 円の，それぞれ 半額 に あた る一人20万 円

又 は4万 円につ いて は，いず れ も実費賠 償 に相 当す る部 分 であ り，本件 訴訟 の

訴訟 物 （精神 的 損害及 び無 形 の損 害） とは無 関係 で あるか ら，当該 賠償部 分 は

本件 訴訟 上，考慮 の 対象外 にお くべ きで あ る，本件 訴訟 にお い て は，慰謝 料請

求 （精神 的損害 と無 形 の損 害 を 内実 とす る。）をす るにあた り，訴訟 物 との重

な り合 い が認 め られ る，原告 ら準備 書面 （70） 別表記載の 「精神的損害」の欄

の額 を超 え る部分 のみ を請求 の対象 とす るこ ととして訴訟物 を限定 した，な どと

主張 して い る。

他方 ，原 告 らは，被 告東 京 電力 が ， 中間指針 第二次 追補 （乙C4・14頁 ）

の記 載 （下 記2（1） にお いて後 述す る。） を踏 まえて ，平成24年1月1日

か ら同年8月31日 ま での 間 に18歳 以 下 で あった期 間が あ る方 や妊 娠 して

いた期 間 が あ る方 に，精神 的損 害 と生活 費 の増加 費用 等 に対す る賠 償 と して一

人8万 円の追加 賠償 を支払 った こ とにつ いて は，8万 円全 額 を精神 的損 害 に対

す る賠償 と して認 めて い る （原 告 ら準備 書 面 （70） 別表 の記載 を参 照）。

以下では， これ らの原告 らの請求 内容 の整理 に対す る被 告東京電力 の考 え方 に

ついて，改 めて主張 を整理す る。

2被 告東京電力が中間指針追補及び 同二次追補 に基づいて原告 らに裁判外で

4



賠償 している賠償額は精神的損害 と生活費の増加費用等 を合算 して定め られ

たいわゆる 「包括慰謝料」であること

（1） 中間指針 追補及 び 同 二次追補 の記載 内容

中間指 針追 補 （乙C3・5頁 以下 ）は， 自主 的避 難等 対象 区域 内 の住居 か

ら自主 的避 難 を行 った場合 は，① 自主 的避難 に よっ て生 じた生活 費 の増加 費

用 ，② 自主的避難 に よ り，正 常な 日常生活 の維持 ・継続 が相 当程度 阻害 され

た た めに生 じた精神 的 苦痛 ，③ 避難及 び帰 宅 に要 した移 動 費用 ，また，自主

的避難 等対 象 区域 内 に滞 在 を続 けた場合 は，①放 射線 被 ば くへ の恐怖 や不安 ，

これ に伴 う行 動 の 自由の制 限等 に よ り，正 常 な 日常生 活 の維 持 ・継続 が相 当

程度 阻害 され た た めに生 じた精神 的苦痛 ，②放 射線 被 ば くへ の恐怖や 不安 ，

これ に伴 う行 動 の 自由の制 限等 に よ り生 活費 が増加 した分 が あれ ば その増

加 費 用 が賠 償 すべ き損 害 と され た ところ，同追補 は ，これ らに係 る損 害額 に

つ いて は これ らを合 算 した額 を 同額 と して算 定 す るのが公 平 かつ合 理 的 な

算 定方 法 で あ る と した うえで，具体 的 な損 害額 の 目安 として ，子 供 ・妊 婦 に

っ い ては，本 件 事故発 生 か ら平成23年12月 末 まで を対 象期 間 と して一 人

40万 円，そ の他 の 自主 的避難 等対象 者 につ いて は，本件 事故 発生 当初 の時

期 の損害 と して一 人8万 円 と してお り， さ らに，中間指針第 二 次追補 （乙C

4・14頁 ） は，平成24年1月 以降 につ いて ，子供 ・妊 婦 につ いて は，個

別 の事 例又 は類 型 毎 に，放 射線 量 に関す る客観 的情 報 ，避難 指示 区域 との近

接 性等 を勘案 して，放 射 線被 ば くへ の相 当程 度 の恐怖 や 不安 を抱 き， また ，

そ の危 険 を回避 す るた め に 自主的避 難 を行 うよ うな心理 が，平均 的 ・一般 的

な人 を基 準 と しつつ合 理性 を有 してい る と認 め られ る場合 には，賠 償 を行 う

こ とに してお り （これ を受 けて被告東 京電 力 は，平成24年1月1日 か ら同

年8月31日 ま で の間 に18歳 以 下 で あ った期 間が あ る方 や妊 娠 してい た
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期 間 があ る方 に，精神 的損 害 と生活 費 の増加 費用等 に対 す る賠償 として一人

8万 円の追加 賠償 を行 うとともに，それ 以外 の 自主的避難 等 対象者 を含 め て，

追加 的 費用 に対 す る賠償 と して，一 人4万 円の追加 賠償 を行 っ てい る。 ） ，

自主 的避難 者 と滞在 者 の別 を問わず ，精神 的損 害 と生活費 の増 加費用 等 を合

算 して適 切 な賠償 額 を定 め るいわ ゆ る 「包 括慰 謝料 」方 式 を採 用 して い る。

そ して ，こ こで の精神 的損害 と生活 費増加 費用 等 の財 産 的損 害 は，1個 の

訴 訟物 を構成 す る もので あ る ことは前 述 の とお りで あ る。

過 去 の公 害訴訟 等 の裁 判例 にお い て も，多数 の被 害者 の精神 的損害 の賠 償

額 を定 め るに 当た って相 当因果 関係 の認 め られ る財 産的損 害 も考 慮 して，賠

償額 を定 める こ とは一般 に行 われ てい る取扱 いで あ り，本 件 の よ うな地域 全

体 の居 住者 が被 害者 とな る とい う事案 にお いて は，よ り一 層 か か る賠 償方 式

の合理 性 が認 め られ る とい うべ きであ る。

（2）8万 円及 び48万 円につ いて，精神 的損 害の賠償 部分 とそれ 以外 の賠 償部

分 を峻別 す るこ とはで きない こ と

この よ うな包 括慰 謝 料 と して定 め られ た8万 円お よび48万 円 とい う具

体的 な賠償 額 につ い ては，中間指針 追補 にお いて は，精神 的 損害 の賠償 部分

とそれ 以外 の損 害 の賠償 部 分 を峻別 す る基 準 や それ ぞれ の 内訳金 額 につ い

ては何 ら言及 され てお らず，内訳 を明 らか にせ ず に包 括慰 謝料 と して の賠償

額 が示 され て い る もので あ るため，か か る賠償額 の うちの精神 的損 害 の賠償

部分 と財 産 的損害 の賠 償部 分 を峻別 ・特定 す る こ とがで き ない。

実 際 に も，避難 を して いない 自主的避 難 等対象者 におい て は，避難 費用 は

生 じてお らず ，また ，生活費 の増加 分 につ いて も避 難 を して いない場合 に特

に生 じて いな い場 合 も考 え られ るか ら，そ の場合 に は賠償 額 の全 額 が慰 謝料

と しての意 味 を有 してい る と解 され るので あ る。
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また ，各人 ご とに精神 的損 害 に対す る賠償 とそ の他 の支 出に係 る費 用 の賠

償 をそれ ぞれ行 う場合 ，後者 にっい ては，自主 的避 難 等対象 者 か ら自主的避

難 に よる生活費増加 部 分や避 難 ・帰宅費 用 の実負担 部分 に係 る損 害発 生 の主

張 立証 が な され る必要 が本来 あ り，そ の方 法 と して，その 内容 及び 内訳 につ

い て の説 明や領 収 書等 の資料 の提 出 を求 め る必 要 が生 じるが，自主 的避難 等

対 象者 の数 が膨 大 で ある こ とに鑑 み る と，これ らを多数 の対象者 に求 めて賠

償 を進 め る ことに は相 当の困難 が伴 う。包括 慰謝 料方 式 は，こ うした点 を踏

ま えて，裁判 外 にお いて 円滑 ・迅速 に賠償 を実 現す る とと もに，居住者 の立

証 の負 担 を軽減す るた めに も採用 され てい るの であ る。 この ため，本件 訴訟

にお い て，裁 判上 ，原 告 らが残 余 の2分 の1の 相 当額 が財 産 的損 害 に充 当 さ

れ る と主張す るの で あれ ば，原 告 らが残余 の2分 の1部 分 に相 当す る財 産的

損 害 が実 際 に生 じた こ との立証 を求 め ざ るを得 な いが，か か る審理 に労力 を

費や す こ とは，本 件訴 訟 の原 告 らの請 求 の本 旨に沿 うもの とも考 え られ ない。

（3） 以上 の とお り，被 告東京 電力 として は，自主的避 難等 対 象者 に対す る包 括

慰 謝料 と しての8万 円 （大人 の場合 ）及 び48万 円 （子 供 ・妊婦 の場合 ）の

賠償 金 の うちの精 神 的損 害の賠償 部分 （内訳 ）を峻別 し，特 定す る こ とがで

きず ，また ，原告 側 にお いて も各人 ご とに財 産 的損 害の発 生 に係 る具体 的な

主 張及 び立 証 を して いな い。

そ うで あ るにもか かわ らず ，原告 らは，特段 の立証 をす る こ ともな く，中

間指針 追補 におい て認 め られ て い る賠償 金額 の うち，8万 円 （大 人 の場合 ）

及 び40万 円 （子供 ・妊 婦 の場 合） につ いて ，それ ぞれ ， そ の半額 にあた る

4万 円 （大人 の場 合 ）及 び20万 円 （子供 ・妊 婦 の場合 ） に限 って精神 的損

害 の賠償 額 に相 当 し，残余 の4万 円 （大人 の場合 ）及 び20万 円 （子供 ・妊

婦 の場合 ）が実費賠 償 に相 当す る部分 で あ る と主 張 した うえで，実 費賠償 に
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相 当す る4万 円 （大 人 の場合）及び20万 円 （子供 ・妊 婦 の場合 ）につい て

は，本 件訴 訟 にお け る原告 らの請 求 に対す る弁 済 の抗弁 を主張 し得 ない と主

張 してい る もので あ る。

しか しなが ら，前述 の とお り，被 告東 京電 力 が 中間指針 追補 及 び 同二次 追

補 に基 づ い て原 告 らに賠 償 して い る賠償 額 は精神 的損 害 と生 活 費 の増 加 費

用等 を合 算 して定 め られ た包括慰 謝料 であ り，そ の 内訳 を区別 して認識 し得

ない こ と，原告 らにお いて も，残 余 の4万 円又 は20万 円が財 産 的損害 の填

補 に充 当 され た との具体 的 な主 張 ・立 証 もな され てい ない こ とを踏 ま える と，

原 告 らに対 して 中間指針 追補 に基 づ き支 払 い 済み の賠 償 額 の うち精神 的損

害 に対す る賠 償額 が4万 円又 は20万 円 に とどま る との原告 らの主 張に は

何 らの根 拠 が な く， かか る主張 につ い て は争 う。

思 うに，被 告東京 電 力 に よる賠償額 が，避難 費用 や生 活費 増加 分 とい う財

産 的損 害 も考慮 した うえでの包 括慰謝 料 で あ る こ とを考 え る と，精神 的損 害

のみ を請 求対象 と してい る本件 訴訟 にお い て，こ と さら原 告 ら各 人 に実 際に

いか な る財 産 的損 害 （支 出）が生 じてお り，これ に対 して い く らが填補 され

たか ，につ い ての実 質的議 論 を行 うこ とに よって本件 訴訟 の審 理 が遅滞す る

こ とは原 告 らの本 意 で はない もの と推察 され る うえ，この よ うな議論 を行 う

こ と自体 に も実益 は ない と思料す る。 した が って，被 告東京 電力 が裁判 外で

提示 してい るかか る賠償 額 の性 格 にか んがみ ，本 件訴訟 の請 求対 象 と して は，

端 的に，被 告東 京電 力 が公表 して賠償 して い る賠償 額 （避難 費用 や生活費増

加 分 とい う財 産 的損 害 も考慮 した うえで の定 め られ て い る包 括慰謝 料）を超

え る精神 的損 害 の賠償 請 求 の可否 ，に集 中 して審理 を行 うこ とが有益 であ る

と思料す る。

この点 につ い ては ，中間指針 におい て も，避難 等 対象者 の精神 的損 害 の賠

償 額 で あ る一 人．月額10万 円につ いて も，避 難 費用 の うちの生 活費 の増加費
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用 と合算 した一定 の金額 を もって両者 の損 害額 と算 定 し，かか る賠償額 も包

括慰謝 料 として の性 質 を有 してい る とこ ろ，かか る月額10万 円の包 括慰 謝

料 につ いて も，そ の内訳 を問題 とせ ず に，精神 的損 害等 の請 求に対 して弁済

の抗弁 を提 出 し得 る もの であ り，慰 謝 料部 分 と生活費 の増加 費用 部分 を峻別

して いな い （峻別 す る こ とがで きない。） こ とと同 じで あ る。 自主的避難 等

対象 者 に限 って，包括 慰 謝料 につ い て異 な る取 り扱 い をす べ き理 由は ない。

平成29年10月10日 に福 島地 方裁 判所 本 庁 で言 い渡 され た 同種集 団 訴

訟 （いわ ゆ る生 業訴訟 ）の判 決 にお い て も，自主 的避難 等対 象者 に対す る大

人1人 当た り8万 円，子供 ・妊 婦1人 当た り48万 円の 中間指針 等 に基づ く

賠償 額 を超 える損 害 が認 め られ るか否 か ，とい う形 で争 点が整 理 され てお り，

本件 訴訟 に限 って，そ の半額 で ある大人 につ い て4万 円，子供 ・妊婦 につ い

て20万 円を超 え る精神 的損 害 が認 め られ るか否 か ，とい う形 で請求 内容 を

整理 すべ き必 然性 も合理性 もない とい うべ きで あ る。

した がっ て，本件 訴訟 にお け る請求 対象 の整 理 につ いて は，原告 らにお い

て再考 い た だき，既払 い金 の うちの財 産 的損 害 に充 当 され る と原告 らが主 張

す る額 につ い て，実 際 に本件 事故 と相 当因果 関係 の ある 当該額 の財 産的損害

が発 生 した事 実及 び そ の損 害額 に関す る原 告 ら ご との 立証 とい うプ ロセ ス

を経 る こ とに よ り審 理 が遅滞 す る こ とを避 け るた めに も，端 的に，被告東 京

電力 が実 施 してい る 自主的避難 等対 象者 に対 す る大人1人 当た り8万 円，子

供 ・妊 婦1人 当た り48万 円の 中間指 針 等 に基 づ く賠償 額 （生活 費 の増加 費

用等の評価 を含む包括慰謝料である。）を超 える精神的損害を本件訴訟で請

求 す る とい う形 で の請 求 内容 の整 理 につ いて検 討 いた だ き たい と考 え る と

ともに，裁判 所 にお かれて も，実質的 な争 点 に審 理 を集 中 して行 うとの観 点

か ら， この点 に関す る判 断 をお示 しい た だ きた い と考 え る もので あ る。

なお ，仮 に，原告 らが現在 主張 して い る よ うに，本件 訴 訟 におい て，大人
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につ い て4万 円，子 供 ・妊婦 につ い て28万 円 （上記 の とお り，原 告 らは ，

中間指針 第 二次追補 を踏 まえた，平成24年1月1日 か ら同年8月31日 ま

で の間 に18歳 以 下 で あっ た期 間 が あ る方 や 妊娠 して い た期 間が あ る方 に

対 す る8万 円の追加賠 償 は，精神 的損 害 に対 す る賠 償 と して認 めてい るた め，

合 計28万 円は精 神 的損害 に対 す る賠 償 と して認 めてい る。）を超 え る精神

的損 害 が認 め られ るか否 か，とい う形 で原 告 らの請 求 内容 が整理 され る場合

には，残額 の4万 円又 は20万 円につ い て も，包 括慰 謝料 と しての精神 的損

害 の賠 償 と して の性 格 を有す る と考 え るか ら，被 告東京 電力 として は多数 の

原 告 らに対 して弁済 の抗 弁 を提 出す る こ とに な り，この点 につ いての原告 ら

の側 にお け る認否 等 の作 業や この 点 の裁 判 上 の審理 判 断 を要 す る こ とにな

るが，精神 的損 害 の賠 償額 が争 点 であ る本 件 訴訟 にお いて，かか る作業 を行

うこ とに実質 的な意義 が あ るもの とは考 え難 く，精神 的損 害等 の包括慰 謝料

の賠償 と して，原告 らに対 して大人8万 円，子供 ・妊婦48万 円の賠償 が行

われ てい る こ とにつ いて は争 い がな い と考 え られ る こ とを踏 まえて も，これ

を前提 と して，生業 訴訟 と同様 に，か か る賠 償額 を超 える精神 的損 害 が認 め

られ るか否 か につ いて の審 理 を行 うこ とが効 率 的 な審 理運 営 に資す る と考

え るもので あ る。

3原 子力 損害賠 償紛 争解 決セ ンター のADR手 続 の取扱 いにつ いて （原 告 らの

主 張 に対 す る反 論）

原告 らは，原子力 損害賠 償紛 争解 決 セ ンター のADR手 続 におい て，慰 謝料

額 部分 を8万 円の うちの4万 円 とす る和解 ，及 び，慰 謝 料額部 分 を40万 円の

うちの20万 円 とす る和解 が，それ ぞれ 成 立 してい る事例等 を根拠 に （原告 ら

準備 書面 （62） 和解 事例 ① ない し④ ），被 告東 京電 力 が 自主 的避難 等対象者

に該 当す る原 告 らの精神 的損 害 に対 す る慰 謝料 と して支 払 っ た金員 は4万 円
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又 は20万 円で あ る と主張 して い る。

しか しなが ら，ADR手 続 の和解 事 例 は，当該事案 にお け る個別 具体 的な事

情 に則 した解 決 が図 られ た結 果 と して な された ，当事者 が個 々 に合意 した こ と

に基 づ く和解解 決 の事例 であ り，同手続 にお け る解決 内容 を訴 訟上 の判断 にお

け る規 範 と して一般化 で きない ことはい うまで もない。

また，仮 に，原 告 らの うち一部 の原 告 につ いて ，原子 力損 害賠償 紛争解 決セ

ンターのADR手 続 を経 て，慰謝 料額 部分 を8万 円の うちの4万 円 とす る和解

あ るい は慰謝 料 額部 分 を40万 円の うちの20万 円 とす る個 別 的 な和 解 が成

立 して い る場 合 で も，被 告東京 電 力 は，直接賠償 手続 にお い て，中間指針 追補

に基 づ き賠 償 を して い るので あ り，ADR追 加 合意 を経 てい る原告 らを除 く原

告 らにお い ては，この8万 円又 は40万 円の損 害額 の 内訳 につ い ては 中間指針

追補 にお いて も明示 され て お らず ，慰 謝料 に相 当す る部分 が い くらで あるか を

画然 と認 識 す る こ とがで きない こ と，ADR追 加 合意 を経 て い る原告 らにお い

て も，8万 円の うちの4万 円 （又 は40万 円の うちの20万 円）を慰謝 料 に充

当す る との 和解 内容 は原 子 力損 害賠 償 紛 争解 決 セ ン ター の方 針 に基 づ いて い

わば便宜 的 に定 め られ て い る もの と解 され る こと，また，ADR追 加 合 意 を経

て い る原告 ら とそ うで ない原 告 らの 間 に上記 で受領 して い る賠 償金 の総額 や

そ の趣 旨には 実質 的 に何 らの相 違 が ない こと，な どか らすれ ば ，慰謝 料 の認 定

に 当た り，ADR追 加 合 意 を経 て い る原告 らとそ うで ない原 告 らの間 に実 質的

な相違 が あ るか の よ うに解 して，両者 を別 異 に扱 うこ とは明 らか に相 当ではな

い 。

したが って，ADRに 基づ く個別 的合 意 を経 た原 告 らが い る場 合で あ って も，

本件 訴訟 にお いて ，被 告東 京 電力 が包括 慰謝料 額 と して賠 償 した8万 円又 は4

8万 円全額 を超 える損 害 が原 告 らに認 め られ るか否 か を審 理 の対 象 とす るこ

との妨 げには な らない とい うべ きで あ る。
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第4旧 屋 内退避避難等対象者の損害に対する被告東京電力による裁判外での賠償

額の考え方について

1は じめに

被告東京電力 は，被告東京電力準備書面 （19） において述べ た とお り， 旧屋

内退避i区域 の方 々に対 して，中間指針 の記載 を踏 まえつつ ，その賠償対象期間 を

拡大 して，年齢 を問わず ，平成23年3月 か ら同年9月 までの7か 月間について，

1人 月額10万 円 （ただ し，避難i所等 での避 難が ある月につ いては月額12万 円），

合計70万 円を基本 とす る避難等 に係 る精神 的損害の賠償 を行 う旨公表 し （乙A

148） ，それぞれ，お支払いを している。

この点 について，原 告 らは，本件訴訟 の訴訟 物について，上記第2の とお り主

張 した うえで，具体的 な金額 として，上記合 計70万 円につ いて，その半分 （月

額5万 円）が精神 的損害に対す る純粋慰謝料 であ り，その余 の半分 （月額5万 円）

が生活 費増加分 と して支 払われた もの として扱 うこととす る として，生活費増加

分 と して支払 われ た．月額5万 円 （合計35万 円）については，本件 訴訟 の訴訟 物

（精神 的損 害及 び無 形 の損 害 ）とは無 関係 で あ るか ら，当該賠償 部分 は本件 訴

訟 上 ，考慮 の対象 外 にお くべ きで あ る，本件 訴訟 におい て は，慰 謝料請 求 （精

神 的損 害 と無 形 の損 害 を内実 とす る。） をす るにあた り，中間指針 が認 めてい

る純 粋 は精神 的損 害 に対す る賠償 （月額5万 円，合計35万 円）を超 え る部分

のみ を請求 の対象 とす る，と主 張 して い る （原告 準備 書面 （70）2頁 ～3頁 ）。 、

以下で は， この原告 らの請求 内容 の整理 に対す る被告東京 電力の考 え方 にっ い

て，改 めて主張 を整理 す る。

2被 告東京電力 が中間指針 に基づいて原告 らに裁判外で賠償 してい る賠償額
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は精神的損害 と生活費の増加費用等 を合算 して定められたいわゆる「包括慰謝

料」であること

（1） 中間指針 の記 載 内容

中間指針 （乙C2・17頁 ～19頁 ）は， 「屋 内退避 区域 の指 定 が解 除 さ

れ るまで の間 ，同 区域 にお け る屋 内退 避 を長期 間余儀 な く され た者 が，行動

の 自由の制 限等 を余儀 な くされ ，正 常 な 日常生活 の維持 ・継 続 が長期 間 にわ

た り著 しく阻害 され たた めに生 じた精 神 的苦痛 」につ い て賠 償 すべ き損害 と

してお り， 「精神 的損 害」の損 害額 にっ いて は，生活費 の増加 費 用 と合算 し

た一定 の金額 を も って 両者 の損 害 額 と算 定す るのが合 理 的 な算 定 方法 で あ

る と してい る。そ の うえで，中間指針 は，具体 的 な損害 額 の 目安 と して， 「屋

内退避 区域 の指 定 が解 除 され るまで の間，同 区域 にお いて屋 内退避 を してい

た者 （緊急 時避 難準備 区域 か ら平成23年6月19日 まで に避 難 を開始 した

者 及び 計画 的避難 区域 か ら避 難 した者 を除 く。）につ き，一人10万 円を 目

安 とす る」 と してお り，年 齢等 にかか わ らず ，精神 的損 害 と生活費 の増加 費

用 を合算 して適切 な賠 償額 を定 めるい わ ゆる 「包括慰謝 料 」方 式 を採用 して

い る。

そ して，ここでの精神 的損 害 と生活 費増加 費用 等 の財 産 的損 害 は，1個 の

訴訟物 を構 成 す る もので ある こ とは前 述 の とお りで あ る。

過去 の公 害訴 訟等 の裁判 例 にお い て も，多数 の被 害者 の精神 的損 害の賠償

額 を定 める に当た って相 当因果 関係 の認 め られ る財 産的損 害 も考 慮 して，賠

償 額 を定 め る こ とは一般 に行 われ てい る取扱 い であ り，本 件 の よ うな地域 全

体 の極 め て多数 の居住 者 が被害 者 とな る とい う事案 にお いて は，被 害者 の立

証 負担 を一 定程度 軽減 して，迅 速 な賠 償 を実現 す るた めに も，かか る賠償方

式 の合理1生は よ り一層認 め られ る もの であ る。
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（2）精神 的損害 の賠 償額 の基本70万 円 （月額10万 円の7か 月分。ただ し，避

難所 等での避難 があ る月 につ いては月額12万 円）の内訳 につ いて ，精神 的損

害 の賠 償部 分 とそれ 以外 の賠償部 分 を峻別 す る こ とはで きな い こ と

この よ うな包 括 慰謝 料 と して定 め られ た基 本70万 円 とい う具 体的 な賠

償額 につ いて は，中間指針 において は，精神 的損 害 の賠 償部 分 とそ れ以外 の

損 害 の賠 償 部分 を峻別 す る基 準や それ ぞれ の 内訳金 額 につ い て は何 ら言及

され て お らず ，内訳 を明 らか にせ ず に包 括慰謝 料 としての賠 償額 が示 され て

い る もので あ るた め，か か る賠償 額 の うちの精 神 的損害 の賠償 部 分 と財 産 的

損 害 の賠償 部分 を峻別 ・特 定す る こ とがで きない。

実 際 に も，避 難 を してい ない 旧屋 内退避 区域 の方 にお いて は，避 難費 用 は

生 じてお らず ， ま た，生 活費 の増加 分 につ いて も避難 を してい ない場合 に，

特 に生 じてい ない場 合 も考 え られ るか ら，そ の場合 には賠 償額 の全 額 が慰 謝

料 として の意 味 を有 してい る と解 され るので あ る。

また ，上記 第3に お いて も述 べた とお り，各人 ごとに精神 的損 害 に対す る

賠償 とそ の他 の支 出に係 る費用 の賠償 をそれ ぞれ 行 う場合 ，後者 につい ては

実負 担部 分 に係 る損害 発生 の主 張立証 が な され る必要 が本 来 あ り，包括慰謝

料 方 式 は，こ うした点 を踏 ま えて，裁 判外 にお い て 円滑 ・迅 速 に賠償 を実現

す る とともに，居住 者 の立 証 の負 担 を軽 減す るた めに も採用 され てい るので

あ る。 このた め，上記 第3と 同様 ，本 件訴 訟 にお いて，裁 判 上，原 告 らが残

余 の2分 の1の 相 当額 が財産 的損 害 に充 当 され る と主 張す るので あれ ば，原

告 らが残 余 の2分 の1部 分 に相 当す る財 産 的損 害 が実 際 に生 じた こ との立

証 を求 め ざるを得 ない が，かか る審 理 に労力 を費や す こ とは，本件 訴訟 の原

告 らの請 求 の本 旨に沿 うもの とも考 え られ ない。
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（3）以上 の とお り，旧屋 内退 避 区域 の方 に対す る包 括慰謝 料 としての基本70

万 円 （月額10万 円の7か 月分。 ただ し，避難所 等での避難 が ある月 について

は月額12万 円） の賠 償金 につ いて，そ の精神 的損 害 の賠 償部 分 （内訳 ） を

峻別 し，特 定す る こ とはで きず ，また，原 告側 にお いて も各 人 ご とに財 産的

損 害 の発 生 に係 る具体 的 な主張及び 立証 を してい ない。

そ して，上記 第3に お いて詳述 した 内容 と同様 の考 え方 か ら，精神 的損 害

と生 活費 の増加 費 用 を合 算 して定 め られ た包括慰 謝 料 につ いて，そ の内訳 を

区別 して認 識 し得 ない こ と，原告 らにおい て も，残 余の基 本35万 円の額 に

相 当す る財 産 的損 害が現 実 に発 生 して ，被告 東京 電力 に よる賠償 額 の うち3

5万 円が財 産 的損 害 の填 補 に充 当 され た との具体 的 な主 張 ・立証 はな され て

いな い こ と，精神 的損 害 の賠償 を求 め る本件 訴訟 におい て，既払 い額 の充 当

に関 して，原 告 ら各 人 の具体 的な財 産 的損 害 （支 出）を特 定す るた めの議 論

を行 うこ との実質 的 な意義 は乏 しく，実益 は ない こと，福 島地方裁 判所 本庁

で言 い渡 され た 同種集 団 訴訟 （いわ ゆ る生 業訴 訟） の判 決 の整理 と比較 し，

本 件 訴訟 に 限 って包 括慰 謝 料 の内訳 を 区別 す る必 然 性 も合 理性 もない こ と

等 を踏 ま え る と，原 告 らの主張 には何 らの根拠 が な く，かか る主張 にっ いて

は争 う。

した が って ，本件 訴訟 にお ける請 求対象 の整 理 につ いて は，原 告 らにお い

て再 考 いた だ き，既 払 い金 の うちの財 産 的損 害 に充 当 され る と原 告 らが主張

す る額 につ いて，実際 に本件 事故 と相 当因果 関係 の あ る当該 額 の財 産 的損 害

が発 生 した事 実及 び そ の損 害額 に関す る原 告 らご との立証 とい うプ ロセ ス

を経 る こ とに よ り審 理 が遅滞 す るこ とを避 け るた め に も，端 的 に，被告東京

電 力 が実施 してい る基本70万 円の賠償 額 （生活 費 の増加 費用 等 の評価 を含

む包括慰謝料 である。）を超える精神的損害 を本件訴訟で請求する とい う形

で の請 求 内容 の整 理 につ いて検討 いた だ きたい と考 え る と ともに，裁 判所 に

15



おか れ て も，実質 的な争 点 に審 理 を集 中 して行 うとの観 点 か ら，この点 に関

す る判 断 をお示 しい ただ きたい と考 える もので あ る。

な お，仮 に，本 件訴 訟 にお いて，基本35万 円 を超 え る精神 的損 害 が認 め

られ るか否 か，とい う形 で原告 らの請 求 内容 が整理 され る場合 には，残 額 の

基本35万 円 につ いて も，包括慰 謝料 として の精神 的損害 の賠 償 と して の性

格 を有 す る と考 え るか ら，被告東 京電 力 と して は多数 の原告 らに対 して弁 済

の抗 弁 を提 出す る ことにな り，この点 につ い ての原告 らの側 にお け る認 否 等

の作 業や この点の裁判 上 の審理判 断 を要す る こ とにな る。 さ らに， 旧屋 内退

避 区域 の方 々につ いては，包括慰謝 料 として基 本70万 円が支払 われ ている と

ころ，上記 の とお り，実際 に避難 をされ ，避難所 等での避難 がある方 について

は， 当該避難 を された月 にっいて月額12万 円が支払 われ てお り，原告 ら個 々

人 につ いて具体的な検討 が必要 となる。

上 記第3と 同様 ，精 神 的損 害の賠償 額 が争 点 であ る本件 訴訟 におい て，か

か る作業 を行 うこ とに実 質的 な意義 が ある もの とは考 え難 く，生業 訴訟 と同

様 に，包括 慰謝 料 の賠 償額 を超 える精神 的損 害 が認 め られ るか否 か につ いて

の審理 を行 うこ とが効 率 的な審理 運営 に資す る と考 え る もの であ る。

第5結 語

以上の事情か らすれば，本件訴訟 においては，被告東京電力 が原告 ら各々

に対 して包括慰謝料額 としてお支払い した賠償金の全額について，原告 らの

慰謝料請求に対応す るもの と解することが可能であ り，本件訴訟においては，

当該賠償額 を超 える精神 的損害等 の賠償額が認 め られ るべ きか否か につ い

て集 中 して審理 ・判断され ることが相 当であ り，原告 らの本件訴訟の請求 内

容 を踏まえて も，包括慰謝料 の うちの財産的損害の実発生の有無の確認 の議
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論 を行 うこ とが本 意 で ある とは解 され ず ，か か る個 々 の実質 的 な立 証 を求 め

るな どの審理 を行 う意 義 は極 めて乏 しい もの と考 え る。 したが って，原告 ら

にお いて は，本件 訴訟 の請求 対象 として，端 的 に，被 告東 京 電力 が実施 して

い る，自主 的避 難 等対象 者 に対す る大人1人 当た り8万 円，子供 ・妊婦1人

当た り48万 円，旧屋 内退避 区域 の方 に対 す る1人 当た り基本70万 円の中

間指針 等 に基 づ く賠償 額 （いずれ も生 活費増加 部 分等 も考 慮 され た包括慰謝

料 として裁判 外 で賠償 され て い るもので あ る。）を超 え る精神 的損 害 を本件

訴 訟 で請 求 す る とい う形 での請 求 内容 の整理 につ い て検 討 い た だ きたい と

考 える もので ある。

仮 に，原告 らが，被 告東京 電力 に よる賠償 額 の うち の2分 の1相 当額 に限

って精神 的損 害 の賠償 額 と して認 め，これ を超 え る部 分 につ い て本 件訴訟 で

の請 求 をす る との請求 の考 え方 を維 持 す る場 合 には ，被告 東京 電力 は，原告

ら各 々 に対 してお 支 払 い した包 括慰 謝 料 額 の総 額 が精 神 的損 害 に対す る既

弁 済額 で ある との見地 か ら，原 告 らが本件 訴訟 での請 求対 象 か ら除外 した範

囲を超 えて弁 済が な され てい る残余 の2分 の1相 当額 につ いて，原 告 ご とに

精査 した うえで， 今後 弁済 の抗弁 を主 張す るこ と とな る。

以 上
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